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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の運営の仕組み(平成２０年度)

＜対象者数＞ ７５歳以上の高齢者 約１,３００万人

＜７５歳以上の高齢者の医療費＞ １１.９兆円（平成２０年度予算ベース：満年度）

給付費 １０.８兆円 患者負担１.１兆円

被保険者

（７５歳以上の者）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（０～７４歳）

＜一括納付＞

【都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合】

医療保険者

健保組合、国保など
年金から
天引き

口座振替・
銀行振込等

保険料

＜交付＞

社会保険診療

報酬支払基金

患者

負担

公費（約５割）
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

高齢者の保険料
１割

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約４割

７５歳以上の高
齢者の心身の特
性に応じた医療

サービス

＜制度の特徴＞

① 都道府県ごとの広域連合が財政運営の責任主体であることを明確にし、広域連合が一元的に高齢者の方々から保険料
をお預かりし、その使い途にもしっかりと責任をもつ体制とする

② 都道府県ごとの医療費の水準に応じた保険料を、高齢者の方々全員に、公平に負担していただく（県内では同一所得の
方については同一の保険料とする） ※これにより、市町村ごとに約５倍の保険料格差があったのが約２倍に縮まる

③ 若い人と高齢者の分担ルールを明確にし、高齢者にも若い方々にも納得して負担していただく

各医療保険者の支援金負担額は、0～74歳の加入者数に応じて

決まる仕組み
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今後の高齢者医療費の

増嵩にどう対応するか

費用負担の透明性

財政責任の明確化

医療費適正化
の推進

後期高齢者にふさわしい

医療の提供

・高齢世代の保険料の扱いが
不明確。必要な費用が際限なく
現役世代に回される仕組み。

・老健制度の実施主体である市
町村は、医療費を支払うだけで、
保険料の徴収を行っておらず、
責任が不明確。

○現役と高齢者の分担
ルールを明確化

○「広域連合」のもとに
財政・運営責任を明確化

○市町村が望む都道府県
単位の財政運営に

・ 生活習慣病対策
（特定健診・保健指導等）

・ 長期入院の是正

高齢期における

医療費の適正化

従来の制度の問題点

医療費適正化計画
新たな高齢者
医療制度の創設

現状

・生活習慣病は、国民医療費
の約３割、死亡数割合では
約６割を占める

・国際的にも長い平均入院
日数

・生活を支える医療の提供
・在宅医療の充実

医療費（兆円）
年度

対象者数
（万人) 改革前 改革後

２００６（H１８） １,３００ １１

２０１５（H２７） １,６００ １８ １６

２０２５（H３７） ２,０００ ３０ ２５
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長寿医療制度でこう変わります長寿医療制度でこう変わります

高齢者のご負担分と現役世代の負担の割合を明確にしました。

将来的に現役世代の人口は少なくなります。このため、現役世代
の負担（全体の４割程度）と高齢者（全体の１割程度）とバランス
のとれた負担のルールを設定しました。

実施主体（保険者）を都道府県単位としました。

都道府県の広域連合が責任ある保険者として運営が効率化し
ます。窓口はこれまでどおり身近な市区町村です。

高齢者お一人おひとりが共通のルールにより保険料を支払うことになりました。

みんな都道府県単位で、国保の方も、健康保険の被扶養者の
方も、同じルールでご負担いただきます。

※将来的には現役世代が減少することを踏まえ、長寿医療世代と現役世代のバランスを取りながら２年に1度、見直し。
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